
法・条例等の規定について（墓地、埋葬等に関する法律、宗教法人法等の抜粋） 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１０条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しよ
うとする者は、都道府県知事の許可を受
けなければならない。 

２ 前項の規定により設けた墓地の区域
又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更
し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を
廃止しようとする者も、同様とする。 

 

（事前協議） 

第６条 法第１０条第１項又は第２項の規定
による墓地又は納骨堂の経営又は変更の
許可の申請をしようとする者は、墓地又は
納骨堂の工事着工前に墓地又は納骨堂の
計画について市長と協議しなければなら
ない。 

 
 

 

（許可の基準） 
第８条 市長は、法第１０条第１項の規定によ

る墓地の経営の許可の申請があった場合
において、当該申請に係る墓地の経営が次
の各号に規定する基準に適合し、かつ、当
該墓地が次条から第１１条まで及び第１
５条に規定する基準に適合していると認
められるときでなければ、同項の許可をし
てはならない。 

 （宗教団体の定義）  

第２条 この法律において「宗教団体」とは、
宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び
信者を教化育成することを主たる目的とす
る左に掲げる団体をいう。  

 
（境内建物及び境内地の定義）  

第３条  この法律において・・・・略・・・・、
「境内地」とは、第二号から第七号までに
掲げるような宗教法人の同条に規定する目
的のために必要な当該宗教法人に固有の土
地をいう。 

  

四 宗教上の儀式行事を行うために用いられ
る土地 

 

（法人格）  
第４条   

２ この法律において「宗教法人」とは、こ
の法律により法人となった宗教団体をい
う。   

 

（公益事業その他の事業）  
第６条 宗教法人は、公益事業を行うことがで

きる。  
 

（事前協議書等） 

第５条 条例第６条に規定する墓地又は納骨
堂の工事着工前における協議を行おうとす
る者は、墓地（納骨堂）経営（変更）許可
事前協議書（様式第４号）に別に定める書
類及び図面を添付し、市長に提出しなけれ
ばならない。 

２ 協議に関しその他必要な事項は、市長が
別に定める。 

（事前協議書の添付書類） 

第３条 規則第５条の別に定める書類及び図面
は、次に掲げるとおりとする。 

 

（11）墓地経営の必要性を証する書類（檀信徒
で墓地を必要としている者の名簿等） 

 

（審査等） 
第４条 市長は、規則第５条第１項の事前協議

書の提出があった場合は、墓地等の計画の
内容が別表に掲げる審査基準に適合してい
るかどうかを審査し、当該計画の内容が審査
基準に適合していないとき、その他市長が
必要と認めるときは、経営予定者に対し、
当該審査基準に適合するよう指導するもの
とする。 

 
 (別表) 

審査事項 審査基準 

３ 必要性
に 関 す る
こと。 

宗教法人が新たに墓地を設置
する場合は、次のとおりとする。 
（１）墓地を必要としている檀信

徒数が示されていること。 

 

（１） 
イ 宗教法人法第４条第２項に規定する
宗教法人が同法第２条に規定する目的
のために行う活動として自己の所有地
（規則で定める場合以外の場合にあっ
ては、当該宗教法人の事務所が存する
境内地（同法第３条に規定する境内地を
いう。）又はこれに隣接する土地を含
む土地の区域に限る。）に設置した墓
地を経営しようとする場合 

 

＜宗 教 法 人 法＞ 

 

＜墓地、埋葬等に関する法律＞ 

 

千葉市墓地等の経営の許可等 

に関する条例 

 

＜ ＞ 
千葉市墓地等の経営の許可等 

に関する条例施行規則 

 

＜ ＞ 
千葉市墓地等の経営の許可 

に関する事前協議実施要綱 

 

＜ ＞ 

千葉市においては、墓地

の経営を認めていない。 

霊園形式の墓地 

 
・宗教法人法第６条の公益 

事業 

・宗旨宗派を問わない 

寺院等の墓地 

 

・宗教法人法第２条に規定する
活動を行うための墓地 

 

・檀信徒用墓地 
檀信徒 

・檀家・信徒 

・今後、壇家・信者になる予定の者 

・宗教法人の教義、典礼等を受け入れる者 

＜千葉市個人情報保護条例＞ 

第７条第３項 に規定する「思想、信条及び

宗教に関する個人情報 

 

資料１ 別紙２ 


